
栃木市監査委員告示第２３号  

 

地方自治法第１９９条第７項の規定による、財政援助団体等監査を実施

したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表いたしま

す。  

 

 

平成２８年１１月２９日  

 

 

栃木市監査委員   藤 沼 康 雄  

 

 

栃木市監査委員   天 谷 浩 明  

 

 

記  

 

１．監査の実施日   平成２８年１０月５日  

２．監 査 の 対 象        財政援助団体（抽出）  

                   つがまち観光協会  

３．監 査 の 方 法       

    あらかじめ提出を求めた関係する帳簿類、証ひょう書類等について、

内容調査、照合、検算等を行うとともに、関係職員等に対する質問等に

より実施した。  

４．監 査 の 結 果       

    補助の目的に適合した事務事業が執行され、良好なものと認められた。 

  以下、これを内容別にあげれば次のとおりである。  

 

 



（１） 事業の状況及び効果について  

つがまち観光協会は、都賀地域の観光事業の健全な発展を図り、もっ

て観光の充実を期し、観光施設の紹介並びに観光客の誘致、郷土文化の

発展に資することを目的に、平成８年３月にふるさとまちおこし協会と

して設立した団体である。その後、平成１９年２月につがまち観光協会

に名称を変更した。  

平成２７年度においては、つがの里における「つがの里ハスまつり」

や都賀市民運動場西における「２０１５つが花火大会（第１８回）」を

開催し、多くの来場者を集めた。また、「つがの里」内の農村レストラ

ン「ききょう」の運営やマスメディアを利用したＰＲ活動に努めるとと

もに、「つがの里花彩祭」など他実行委員会主催の事業にも積極的に関

わり、栃木市の活性化に重要な役目を果たした。  

 

（２）会計経理について  

平成２７年度における市からの補助金（400,000 円）は、観光事業の

振興及び自然環境保護の振興を目的に交付されたもので、確実に受け入

れられている。支出については、目的に沿って執行されており、おおむ

ね適正に処理されていたが、「ハスまつり」の事業決算において、出店料

等の収入を事業費の支出と相殺して計上していたため、収入と支出それ

ぞれに計上するよう指導した。また、書類の一部に鉛筆記載となってい

るものが見受けられたので、今後、書類作成の際には十分留意されたい。  

<平成 27 年度決算状況> 

収   入 3,437,399 円 

支  出 3,014,231 円 

差引残額  423,168 円  

 

（３）要望事項について  

所管課においては、補助事業が適正かつ効率的に執行され、その目的

に沿って十分な効果を発揮しているかどうか対象経費の検証をすること

が必要であり、補助金の使途については、補助事業と補助金の結びつき

と適正な執行確認を実施するよう要望する。  

当団体においては、新規事業も含め「つがの里」を利用した様々な観

光事業に積極的に取り組み、テレビやパンフレットを活用したＰＲ活動

で宣伝誘客に努めるなど、観光事業による地域活性化に大いに貢献して

いる点において高く評価される。補助金の執行においては、目的に沿っ

た適正な執行に努めるとともに、今後は、組織の基礎となる会員の確保

に努め、自主財源の確保と事業の更なる展開に期待したい。  

また、平成３０年度に予定される観光協会の一本化に向けて、地域の



特性を活かしながら、栃木市としてどのような方向で何を成すべきか、

これまでの実績を基に他地域と連携、協力して栃木市の新しい観光協会

の構築、発展に寄与していただきたい。  

 


